
厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和3年 3 月 29 日

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

しユ

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)

(氏名・ フリガナ)

4. 倫理審査の状況

副監長

本間 正充 (ホンマ マサミツ)

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 聞 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 置 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 圃 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 • 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:
口 • 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講回 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有巴 無口(無の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有田 無口(無の場合は委託先機関:

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有田 無口(無の場合はその理由:

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口 無図(有の場合はその内容:



厚生労働大臣 殿

令和3年 3 月 29 日

機関名

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

しユ

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)

(塁名・ フリガナ)

4. 倫理審査の状況

安全性生物試験研究センタ一 変異遺伝部 部長

杉山 圭一 (スギヤマ ケイイチ)

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 巴 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 図 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 回 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 巴 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:
口 巴 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

f※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講図 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有国 無口(無の場合はその理由・

有田 無口(無の場合は委託先機関:

有田 無口(無の場合はその理由:

有口 無図(有の場合はその内容:



厚生労働大臣 • 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利話相).ヘ等の管理につい

ては以下のとおりです。

1 . 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2. 研究課題名 香料等の遺伝憲性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・l職名)

(氏名 ・ フリガナ)

4. 倫:1411審査の状況

安全性生物試験研究センター 病理部

西川 秋佳 (ニシカワ アキヨシ)

笠星型(!.l�員

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 d限 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 回 口 口

遺伝子治療等l臨床研究に関する指針 口 日 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 日 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
日 口 日 国立医薬品食品術生iíJi冗所 口

も}:の実施，に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(j旨針の名;FJ; : 
口 臼 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みjにチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)米辞査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入!ーること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 手Ij話相

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当初I究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(l留意�IO買) ・該当する口にチェックを入れること。

受講巴 未受講口

有国 無口(無の場合はその理由:

有田 無口(無の場合は委託先機関

有臼 無口U!!liの場合はその理由・

有口 無 回 (有の場合はその 内 容

-分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年 3 月 29 日

機関名

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名

し、

厚生労働大臣 殿

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

ては以下のとおりです。

1 . 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その様w的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・!除名) 安全性生物試験研究センター病理部・部長

(氏名・ フリガナ)

4. 倫理審査の状況

小川 久美子 オガワ クミコ

該当性の有無 左記で該当がある場合の}記入(※1)

有 1m: 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 回 口 口

遺伝子・治療等臨床研究に関する指針 口 回 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 回 口 口

厚生労働省の所管する実地機関における動物実験
日 口 日 国立医薬品食品術生引先所 口

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(j旨を|の名称:
口 日 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すパき倫理指針にfWlする倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みjにチェッ
クし一部若しくは全音11の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jやf臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、 当該項目に記入十ること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
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研
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受講図 未受講口

当研究機関におけるcorの管理に関する規定の策定 有田 無口(無の場合はその理由:

当研究機関におけるcor委員会設置の有無 有田 無口(無の場合は委託先機関:

当研究に係るcorについての報告・審査の有無 有 図 ;lH�口(無の場合はそのJ!ll由。

、

当研究に係るcorについての指導・管理の有無 有口 剤、巴(有の場合はその内容 ー

(留意事ri'f) ・該当する口にチェシクを入れること。

- 分栂研究者の所属する機関の長も作成すること。



f 
， 

厚生労働大臣 殿

令和3年 3 月 29 日

機関名

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名

次の職員の令和 2 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1. :fiJI究エl工業名 食品の安全確保推進研究事業

2 . 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標j(l1的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)

(氏名・ フリガナ)

4. 倫明審査の状況

安全性生物試験研究センター病理部・室長

石井 雄二 イシイ ユウジ

該当性の有無 左記で該当がある場合の�>.記入(※J)

有 1UT: 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 回 口 口

遺伝子治療等|臨床研究に関する指針 口 回 口 口

入を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 回 ロ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
回 口 日 国立医薬品食品衛生石Ji究所 口

奇?の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名林守
口 回 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 審査済みJにチェッ
クレー苦1I若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「米審査jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)宋若手主主に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入Jること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受訴状況

6. 手Ij�，l:相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCO 1;委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(\�意�i羽) ・該当する口にチェックを入れること。

受講巴 未受講口

有国 無口(!Wiの場合はその理由

有巴 無口(無の場合は委託先機関

有 回 無口(!�Jの場合はその理由!

有口 11在日(有の場合はその内容 。

-分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣 殿

令和3年 3 月 29 日

機関名

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

し、

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標.i:{i 的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)

(氏名・ フリガナ)

4 倫明審査の状況

安全性生物試験研究センター病理部・ 主任研究官

高須 伸二 タカス シンジ

該当性の有無 左記で該当がある場合の乍iri己入(※1)

有 4l1é 審査済み 審査した機関 米審査(※2) I 

ヒトゲノぷ ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 巴 口 口

遺伝子治療等|臨床研究に関する指針 ロ 巴 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) ロ 回 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
日 口 日 国立医薬品食品術生新先所 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:
口 日 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指主I'Jやf臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入いること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況

6. 利抗相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るcorについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事ri�) ・該当する口にチェックを入れること。

受講巴 未受講口

有田 無口(無の場合はその理由.

有田 無口C!�の場合は委託先機関:

有田 無口(無の場合はその理由:

有口 無図(有の場合はその内容

-分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和3年 3 月 29 日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

厚生労働大臣 殿

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相);ι

ては以下のとおりです。
、、

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標Y(l1的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名) 安全性生物試験研究センタ一 変異遺伝部 霊Jj是

(氏名・ フリガナ)

4. 倫理審査の状況

増村- 健一 (マスムラ ケンイチ)

該当性の有無 左記で該当がある場合の乍記入(※1)

有 111T: 審査済み 審査した機関 米審査(※2)

ヒトゲノム・遺{云子向引)1-研究に関寸ーる{命flli十旨針- 口 日 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 回 口 ロ

人を会l象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 日 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
回 ロ 回 国立医薬品食品術生liJ!究所 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称
口 回 口 口

」

(※J)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は。「審査済みJにチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「米審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)来審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前のf疫学研究に関する倫理指針j や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、 当該項目に記入寸ーること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

況
一

E

状
一
一
常

一一誠
一
介呂

受
一

の

の
一

反

古同
一

日ロ

教
一
一
日

珂
二

日

倫
一

平

究
一

研
一

6

受講巴 未受講 口

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有田 無 口 (無の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有田 無 口 (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有田 無 口 (!!1Iiの場合はその理由.

当研究に係るCOlについての指導・管理の有無 有 口 1!\1、図(有の場合はその内容



令和3年 3 月 29 日

4幾関名

所属研究機関長 ]職 名

氏 名

厚生労働大臣 殿

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1 . 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標市的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名) 安全性生物試験研究センタ一 変異遺伝部
宮
古H5

 

(氏名・フリガナ)

4 倫国審査の状況

安井 学 (ヤスイ マナフ、、)

，
� 該当性の有無 左記で該当がある場合の よ記入(※1)

有 4nf: 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 巴 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 日 口 口

人を刻象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 日 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 日 口 口

等の笑jjむに関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:
口 回 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は 「審査済みjにチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「来審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)来審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jやrl臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入 。こと。

5 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

況
一

E

状
一

司

拙山円
一
世田

町
一

貯

の
一

反

省円
一

羽μ

教
一

制

理
一
一
日

倫
一

手

究
一

・

1引
一

6

受講日 未受講口

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有田 無口(無の場合はその理由

当研究機関におけるC 01;委員会設置の有無 有田 無口(無の場合は委託先機関:

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有田 無口(ffiliの場合はその理由

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有口 無回(有の場合はその内容



厚生労働大臣
(目立匡莱品食品衛生研究所長) 殿
(国立保健医療ヂ!苧院長)

機関名 国立研究開発法人国

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利

ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

令和3年4月1日

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価

法の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名) 研究所・動物実験部門長

(氏名・ フリガナ)今井俊夫・イマイトシオ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 主E 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ • 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 • 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 • 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
• 口 • 

国立研究開発法人国立がん研
口

等の実施に関する基本指針 究センター

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること
国立研究開発法人国立がん研

(指針の名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制 • 口 • 
究センター

口

による生物の多様性の確保に関する法律等)
(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講・ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有・

有・

有・

有口

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

無口(無の場合はその理由.

無 口 (無の場合は委託先機関:

無 口 (無の場合はその理由:

無・(有の場合はその内容:



厚生労働大臣
(巴立匡支i全�生研究所長) 殿
(国立保性医療ヂ!苧!史長)

令和3年4月1日

機関名 国立研究開発法人国立がん研究センター

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 中釜 斉

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価

法の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名) 研究所 発がん・予防研究分野・ユニット長

(氏名・ フリガナ)戸塚 ゆ加里・ トツカユカリ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 • 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 • 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 • 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
• 口 • 

国立研究開発法人国立がん研
口

等の実施に関する基本指針 究センター

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制 口 • 口 ロ

による生物の多様性の確保に関する法律等)

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講・ 未受講 口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有・ 無口(無の場合はその理由:

有・ 無口(無の場合は委託先機関:

有・ 無口(無の場合はその理由

有口 無・(有の場合はその内容:

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全性確保推進研究事業

し、

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価法の

確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)食品栄養環境科学研究院・客員共同研究員

(氏名・ フリガナ)落合 雅子・オチアイ マサコ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ • 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 • 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 • 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
• 口 • 静岡県立大学 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称
口 • 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講・ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有圃

有・

有・

有口

-分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

無口(無の場合はその理由:

無口(無の場合は委託先機関:

無口(無の場合はその理由

無・(有の場合はその内容



厚生労働大臣 殿

十幾関名

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)

(氏名・ フリガナ)

4. 倫理審査の状況

静岡県立大学食品栄養学部 准教授

三好 規之(ミヨシ ノリユキ)

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※l)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 • 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ • 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 • 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 • 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:
口 • 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチエツ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記裁すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針Jや「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講・ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有・

有 ・

有 ・

有口

-分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

無口(無の場合はその理由:

無口(無の場合は委託先機関・

無口(無の場合はその理由。

無・(有の場合はその内容ー



厚生労働大臣 殿
202 1年4月1日

機関名 千葉県がんセンタ一

所属研究機関長 職 名 病院長

氏 名 飯 笹 俊 彦

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

食品の安全性確保推進研究事業1. 研究事業名

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・ 発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価

法の確立に関する研究 (H30一食品一一般一003

3. 研究者名 (所属部署・職名)

(氏名・ フリガナ)

4. 倫理審査の状況

研究所 発がん制御研究部 ・ 部長

筆宝 義隆(ヒッポウ ヨシタカ)

該当性の有無 メ正記で該当がある場合のみ記入(※1)

4当 査E 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 回 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 図 口 ロ

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 図 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 図 口 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針ーがあれば記入すること
千葉県がんセンター動物実験

(指針の名称文部科学省 研究機関等における動 回 口 図
管理委員会

口

物実験等の実施に関する基本指針 ) 

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完fしていない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他(特記事項)
(※2)未務査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針jや「臨床研究に関する倫理指針Jに準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講図 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCO J;委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るcorについての指導・管理の有無

(間意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有回 無口(無の場合はその理由ー

有 回 無口 (無の場合は委託先機関

有図 無口(無の場合はその理由

ィー- 口 �図(有の場合はその内容

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 食品の安全確保推進研究事業

令和3年5月1 7日

2. 研究課題名 香料等の遺伝毒性・発がん性短・中期包括的試験法の開発と、 その標準的安全性評価法

の確立に関する研究

3. 研究者名 (所属部局・職名)応用生物科学部・助教

(氏名・ フリガナ)平田 暁大・ヒラタ アキヒロ

4. 倫理審査の状況 該当性の有無が有の場合は、 審査を受けた研究課題番号を記載 : H30ー食品一一般003

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

ヒトゲノム ・遺伝子解析研究に関する倫理指針 口 • 口 口

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 圃 口 口

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(※3) 口 圃 ロ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
• 口 • 岐阜大学 口

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称:
口 • 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済みJにチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他(特記事項)

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針jに準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

| 研究倫理教育の受講状況 | 受講・ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する口にチェックを入れること。

有・ 無口(無の場合はその理由・

有・ 無口(無の場合は委託先機関

有・ 無口(無の場合はその理由・

有口 無・(有の場合はその内容

-分担研究者の所属する機関の長も作成すること。


